
◆京都府内において、当面の間は防疫対応が続きま
す。引き続き、本件に関する情報把握をお願いします。

◆通報の遅れは防疫対応に致命的な影響を与えます。
異常を認めたら即、通報願います(夜間等転送対応)。

京都府で高病原性鳥インフルエンザ確定
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◆亀岡市内で確認された疑い事例については、２４日に
高病原性鳥インフルエンザと確定しました。

◆京都府内で平成１６年３月以来の２１年ぶりの発生と
なり、今シーズン国内９例目の発生となりました。

【家きん農での発生】
１例目北海道（10/22）
２例目北海道（11/ 2）
３例目新潟県（11/ 3）
４例目新潟県（11/ 9）
５例目宮崎県（11/22）
６例目鳥取県（12/ 2）
７例目兵庫県（12/16）
８例目岡山県（12/20）
９例目京都府（12/24）

【京都府での発生】
国内９例目
京都府亀岡市（12/24）
採卵鶏28万羽


	スライド 1

